
別記団体御中

「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備等に関する省令の一部の施行(地域における医療及び介護の総合的な確保の

促進に関する法律第7条の2第2項関係)について(通知)」について

標記について、別添のとおり、各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長

宛てに通知を発出しましたので、その内容について御了知いただくとともに、

貴下団体会員等に対する周知方よろしくぉ取り計らい願います。

事

令和

務

8年

厚生労働省医政局地域医療計画課

連

3月

絡

19日

収.
,。. i罷
8.3.2

卦き郵§、



(別記)

一般社団法人日本病院会

公益社団法人全日本病院協会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本社会医療法人協議会

公益社団法人日本精神科病院協会

公益社団法人全国自治体病院協議会

一般社団法人国立大学病院長会議

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人全国公私病院連盟

一般社団法人日本慢性期医療協会

社会福祉法人恩賜財団済生会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本薬剤師会

公益社団法人日本看護協会

公益社団法人日本助産師会

一般社団法人日本精神科看護協会

公益財団法人日本訪問看護財団

日本赤十字社

国家公務員共済組合連合会

全国厚生農業協同組合連合会

社会福祉法人北海道社会事業協会

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人労働者健康安全機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

国立健康危機管理研究機構

防衛省人事教育局衛生官

文部科学省高等教育局医学教育課

全国知事会

全国都道府県議会議長会

全国市長会

全国市議会議長会

全国町村会

全国町村議会議長会
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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省'関係省'令の

整備等に関する省令の一部の施行仕也域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律第7条の2第2項関係)について(通知)

令和7年12月12日に公布等された「医療法等の一部を改正する法律」(令和7甲去律第87号。

以下「改正法」という。)に基づき、医療法等の・部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生

労イ動省'剛系省'令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省'令第28号。以下「改正省令」と

いう。)が本日公布され、その一部(改正省令第2条及び第6条関係)について1太本日から施

行される。

この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、

その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。

なお、運用の詳細については、別途示すものとする。

令和8年3月19日

医政発0319第18号

障発0319第 1号
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第一改正の趣旨

改正法による改正後の地"戈における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平

成元甲去律第64号。以下昧斤1却という。)において、以下の規定が追力"され、公布日施行及

び令和9年4月1日廃止とされた。

(1)都道府県は、その地如戈の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊

急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるものとする。(新法第7

条の2第1項関係)

(2)都道府県は、医療機関が(1)の事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働

省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。

(同条第2項関係)

改正省令において、本規定のうち、厚生労働省'令で定める場合を定めるものである。

記

第二改正の主な内容

1ナ也域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生

省令第34号)

以下の病床の数について、基準病床数を削除した場合を除くこととする規定を新設するこ

ととし、これを時限的な措置とするため、令和9年4月1日に廃止する。(改正省令による

改正後の卦城における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2

凱系)

(1)医療法(昭和23甲去律第205号)第30条の4第10項から第12項までの規定に基づき

行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の3第2項

若しくは第5条の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第5条

の4の2第2項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当i亥厚生労働大

臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)

(2)以下に掲げる病床の数

イ医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33第1項第1号に規定する病

院又は診療所の病床の数(当該病床の種"1」ビ'とに新法第7条の2第1項に規定する事

業に基づき削減した病床数に1から同号の式により算定した数を控除した数(当該数

が、 0.95以上であるときは1)を乗じて得た数に限る。)

口放射線治療病室の病床の数

ハ国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数

二心畔喪失等の状態で重大な他割テ為を行った者の医療及て噸察等に関する法律(平

成15甲去律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入

院医療機関である病院の病床の数(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号

の決定を受けた者に対する同法による入F完による医療に係るものに限る。)

(3)国家戦略特別区域法(平成25培去律第107号)第14条第一項の規定に基づき行った

許可に係る病床の数(同条第2項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)



(4)良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の部を改正する法律(平

成18甲去律第84号)附則第3条第1項及び第2項各号に規定する病床の数

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配イ昌者

の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)

1の改正による条の移動に伴う所要の改正を行う。(改正省令による改正後の中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配イ昌者の自立の支援に

関する法律施行規則第18条の7第4号関係)

以上


